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（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と在宅介護が一体的に

提供される体制の構築に向けて、必要な具体的取組を企画・立案する。 

 

【目的】 

医療と介護が必要になっても、住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けることができる

よう、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、在宅医療と在宅介護が切れ目なく提供

される体制の構築を目指した取組を行うこと。 

 

【ポイント】 

（１）当該事項については、地域の在宅医療と介護の資源状況等、地域の実情に応じた様々

な取組が考えられるので、（ア）で得られた情報や（イ）で検討した事項を踏まえ、地

域で必要となる提供体制の構築に向けた検討を行い、地域の実情に応じた取組を行う。 

（２）医療・介護関係者の主体的な協力を得られるよう働きかけることが重要である。 

 

【実施内容・実施方法】 

（１）地域の介護の提供状況について、市区町村が把握している既存情報や、（ア）で得ら

れた情報等を活用して確認する。 

（２）地域の医療・介護関係者等の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と在宅介護が提

供される体制構築のために必要な取組を検討する。なお、必要な取組については、市

区町村等が、事前に把握した情報に基づき検討し、（イ）で設置した会議等を利用し

て、更に地域の医療・介護関係者を集めて検討する。 

（３）市区町村は、検討した必要な取組について、地域の医療・介護関係者の理解と協力 

を得た上で、実現に向けた着実な進捗管理に努める。 

 

【留意事項】 

（１）地域医療の状況等に関する理解が必要なこと、訪問診療・往診を行う医療機関の協

力が求められること等から、取組の検討・実施に当たっては関係団体等に委託して差し

支えない。 

（２）切れ目なく在宅医療と在宅介護を提供するための体制は、例えば、取組の一つとし

て、表２のような取組が考えられるため参考にされたい。ただし、必要な取組は、患者・

利用者の状態や、その家族、介護者の状況、地域の医療・介護の資源状況等によって異

なることから、表２の取組に限らず、地域の実情に応じて構築することが重要である。

なお、検討した仕組みや取組については、救急搬送を行う消防組織と情報共有を行うこ

とも効果的である。 

（３）本事業では、切れ目なく在宅医療と在宅介護が一体的に提供される体制の構築を推
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進する取組についての検討の費用を対象とする。例えば、主治医・副主治医制の運営

のための経費（医師への手当て等）、夜間・休日に医療機関が診療体制を確保するため

の経費（医療機関の協力金等）は、本事業の対象とならないので注意すること。 

 

（参考）表２ 切れ目のない在宅医療と在宅介護が提供される体制の構築推進に向けた取組例 

例 1）主治医・副主治医制の導入による体制の構築 

① （イ）の会議における内容を踏まえ、切れ目なく在宅医療と在宅介護が提供される体制の構

築に向けた取組の一つとして、主治医・副主治医制の導入の検討について、郡市区医師会に説

明し、検討について協力を得られるよう働きかける。 

② 導入についての検討後、市区町村及び郡市区医師会の共同の呼びかけにより、地域の医療機

関、訪問診療・往診を提供する医療機関が参画する会議を設け、郡市区医師会の先導の下、主

治医・副主治医制の導入に係る以下の事項等について検討する。 

・賛同する医療機関の対応可能な曜日・時間帯・疾患等を考慮した副主治医の決定方法及び

対応順の決定方法について 

・患者情報及び緊急時の対応について、主治医・副主治医で共有するためのカンファレンス

の開催について 

・介護支援専門員等の介護関係者等への周知及び共有方法について 

※実際に本仕組みを活用する際には、主治医から、患者・利用者及び家族に主治医・副主事

医制について説明し、同意を得た上で、副主治医への連絡方法等について説明する。また、

当該患者・利用者への介護の提供に関わる介護支援専門員等の介護関係者とも共有する。 

 

例 2）在宅療養中の患者・利用者についての急変時診療医療機関の確保 

① （イ）の会議における内容を踏まえ、切れ目なく在宅医療と在宅介護が提供される体制の構

築に向けた取組の一つとして、在宅療養中の患者・利用者についての急変時診療医療機関の確

保体制の導入の検討について、郡市区医師会に説明し、検討についての協力を得られるよう働

きかける。 

② 導入についての検討後、市区町村及び郡市区医師会の共同の呼びかけにより、地域の医療機

関、訪問診療・往診を提供する医療機関が参画する会議を設け、郡市区医師会の先導の下、急

変時診療医療機関の確保の導入に係る以下の事項等について検討する。 

・緊急時の診療希望患者の登録方法や、主治医と急変時診療医療機関との連絡方法、診療希

望患者についての事前の情報共有の方法等の運用や書式について 

・地域の病院・診療所等の医療関係者等及び介護支援専門員等の介護関係者等への周知及び

共有方法について 

※実際に本仕組みを活用する際には、主治医から、患者・利用者及び家族に急変時の診療医

療機関の確保について説明し、同意を得た上で、急変時診療医療機関への連絡方法等につ

いて説明する。また、当該患者・利用者への介護の提供に関わる介護事業所等の介護関係

者とも共有する。 
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